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雲 更新手続については、有効期間満了日の 60詔 前蔵 でに必ず管轄の京築保健福祉環境事務所肇行つて要ださい。
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産業廃棄物催鼻磐穀業許可証

廃乗物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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福岡県知事 掘風部
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令和  9 18 日
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許 可番 号  04000017829

年

　
一

４

所
こ
憂
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氏 名 西ノ洲環境株式会社 ≡==
代表取締役 目野 陽是

事業の範囲 (取 り扱う産業廃棄物の種類 (彗該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使墨製品屋巽廃

=羹
笏又は水銀含有ばいじん等が含ま潅登場合は

「

その旨を含む。)及び積替え又は保佳萎行 万蓮垂覇か明

―らかにすること。)

え、保管を含まない。

ラスチック類、金属くず、ガラスくず等 (以上3品目については、自動車等破砕物を除く。)、 燃え

殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、 ず、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじ
ん、政令第2条第 13号廃棄物 (廃プラステ くず、繊維くず、ガラスくず等、がれき
類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

水銀使用製ロロ症 業廃棄物を含む。)以上 16
、金属くず、ガラスくず等については、

2.積替え

―

行 う は保管を行 う産

業廃案物⊇種類 巴

廃プ
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等肘
―

る場合は、そ

婁 ≧

勢 の条件

許可の更新又は変更の状況

令和 4年 7月 11日
以下余白

5,積替え許可の有無   有

籐潜え許可蓬套している場合においては、市名及び許可達琴毒護戴すること。)

許可番号

6.― 条の 2第 8項の規定による許可証唾 雌

と′υミで きる
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一種

り

無

び積み

善 付する許可証については、 の記載は不要とすること。
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